
申請書類に関する内容の入力画面
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※特殊車両通行許可期間延長申請書の
添付は不要になります

申請者が入力する通行期間

最大２年を指定することが可能
となります。

１．特殊車両通行許可期間の延長の入力
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１．特殊車両通行許可期間の延長の入力

申請書の申請期間は最大２年

印刷される通行許可申請書について（申請者→道路管理者）
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２．交差点番号入力における有料道路チェック機能の追加

通行経路入力画面

「通行経路チェック」時に、
有料道路のチェックも

おこないます

有料道路と一般道路が並行している区間で、有料道路を選択されていることが
分かりづらく、間違って申請されることが多いため「有料道路名」を表示する
チェック機能を追加しました。
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２．交差点番号入力における有料道路チェック機能の追加

有料道路区間を含む場合は「有」ボタンが
表示されるので、ボタンをクリックすると、

有料道路名が表示されます。

通行経路入力画面
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３．許可番号入力桁数の拡大

更新又は変更経緯入力画面

現在の許可番号入力は４桁までしか入力出来ないため未記入等での申請書提出。
許可番号の入力桁数を最大６桁に拡大。

申請者が入力する許可番号

最大６桁を入力することが可能
となります。

申請者が入力する許可番号

最大６桁を入力することが可能
となります。
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３．許可番号入力桁数の拡大

申請書の許可番号は最大６桁

印刷される通行許可申請書について（申請者→道路管理者）

電子申請書作成システム電子申請書作成システムＶｅｒ．６Ｖｅｒ．６ 新機能新機能

6


